
請

願

第

二

号 

  
 

 
熊

本

市

議

会

は

、
議

会
（

議

員

）
と

行

政

の

関

係

の

あ

り

方

を

見

直

し

、
議

会

基

本

条

例

を

制

定

し

、「

わ

か

り

や

す

く

開

か

れ

た

議

会

運

営

」

の

実

現

を

求

め

る

請

願 

 

主 

旨 

一 

議

会

基

本

条

例

の

制

定

を

必

要

と

し

て

い

る

今

日

の

熊

本

市

の

実

情

。 

 
 

二 

政

治

倫

理

条

例

だ

け

で

は

、

市

と

議

会

の

関

係

を

適

正

化

す

る

の

に

不

十

分

。 

三 

議

会

基

本

条

例

の

目

的

・

性

格

お

よ

び

特

徴

。 

四 

議

会

基

本

条

例

制

定

は

、

議

会

改

革

の

戦

略

的

課

題

で

あ

る

た

め

、

議

会

活

性

化

検

討

会

に

お

い

て 

も

、

議

会

基

本

条

例

の

制

定

に

つ

い

て

の

審

議

を

求

め

る

。 

五 

全

議

員

参

画

・

提

案

、

市

民

参

画

型

に

よ

る

議

会

基

本

条

例

の

制

定

を

求

め

る

。 

   

理 

由 

一 

議

会

基

本

条

例

の

制

定

を

必

要

と

し

て

い

る

今

日

の

熊

本

市

の

実

情 

（

一

）

市

政

治

倫

理

審

査

会

の

勧

告

書

は

、

議

員

の

問

題

行

動

に

つ

い

て

以

下

の

点

を

指

摘

し

て

い

る

。 

①

「

市

議

会

議

員

と

い

う

地

位

」

で

市

執

行

部

に

発

言

し

、
「

影

響

力

を

行

使

し

て

、

適

正

な

プ

ロ 
 

 
 

 
 



セ

ス

を

経

て

決

定

さ

れ

た

予

算

を

合

理

的

な

理

由

も

な

く

執

行

さ

せ

な

い

事

態

を

招

い

た

」 

②

そ

の

言

動

は

「

品

位

を

欠

き

」
「

個

人

的

な

感

情

」

で

「

恣

意

的

で

不

適

正

」

な

ど

と

さ

れ

た

。 

③

議

員

本

人

は

「

執

行

部

へ

の

監

視

」

と

主

張

す

る

が

、
「

行

政

の

執

行

の

監

視

は

適

正

な

手

続

き 

の

も

と

、
市

民

に

対

す

る

説

明

責

任

を

果

た

し

う

る

形

で

行

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」
と

批

判

。

「

そ

う

で

な

け

れ

ば

議

員

個

人

の

影

響

力

を

不

当

に

拡

大
・
行

使

す

る

こ

と

に

な

り

か

ね

な

い

」
と

警

笛

を

鳴

ら

し

た

。 

（

二

）
市

政

治

倫

理

審

査

会

の

伊

藤

会

長

は

、
議

員

の

問

題

行

動

に

つ

い

て

以

下

の

点

を

指

摘

し

て

い

る

。

 

①

「

議

員

と

行

政

の

関

係

が

透

明

で

な

い

こ

と

が

問

題

の

根

源

」

で

あ

る

。 

 
 

 
 

②

「

今

回

の

事

案

は

一

議

員

の

問

題

で

は

な

く

、

議

員

と

行

政

と

の

関

係

が

ど

う

あ

る

べ

き

か

を 

考

え

る

べ

き

事

案

。

議

員

の

要

求

や

提

案

に

、

執

行

部

が

ど

う

答

え

た

か

見

え

な

い

こ

と

が

問 

題

の

根

源

だ

」 

 
 

 
 

③

「

議

員

か

ら

の

意

見

や

要

望

を

適

切

に

市

政

に

反

映

す

る

た

め

に

は

、

議

員

と

の

や

り

と

り

を

記

録

し

、

組

織

と

し

て

対

応

す

る

の

が

基

本

。

し

か

し

、

実

態

は

形

骸

化

し

て

い

る

。

議

員

と

行

政

の

関

係

は

透

明

で

あ

る

べ

き

だ

」

と

市

執

行

部

の

対

応

に

問

題

が

あ

っ

た

と

指

摘

。 

（

三

）

熊

本

日

々

新

聞

（

二

〇

一

六

年

十

月

二

十

九

日

付

）

で

は

、

以

下

の

よ

う

に

指

摘

し

て

い

る

。 

①

こ

れ

ら

を

裏

返

せ

ば

、
市

執

行

部

が

内

々

に

要

求

を

受

け

入

れ

て

き

た

こ

と

で

、
議

員

の

影

響

力

を

拡

大

さ

せ

た

。 

②

審

査

会

長

が

市

長

に

苦

言

を

呈

し

た

よ

う

に

、
勧

告

書

は

執

行

部

に

も

向

け

ら

れ

た

も

の

と

考

え



な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

③

市

と

議

会

の

関

係

を

さ

ら

に

適

正

化

す

る

機

会

に

し

て

も

ら

い

た

い

。 

（

四

）

市

長

と

議

長

は

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。 

 
 

 
 

 

①

大

西

市

長

「

職

員

の

意

識

改

革

に

取

り

組

み

、

議

会

と

の

適

切

な

関

係

づ

く

り

に

努

め

る

」 

 
 

 
 

 
②

澤

田

議

長

「

恫

喝

と

い

っ

た

手

段

で

は

な

く

、

建

設

的

に

議

論

で

き

る

議

会

に

し

た

い

」 

二 

政

治

倫

理

条

例

だ

け

で

は

、

市

と

議

会

の

関

係

を

適

正

化

す

る

の

に

不

十

分

で

あ

る

。 

 
 

 
 

今

回

の

勧

告

で

は

、
「

議

員

と

行

政

の

関

係

が

透

明

で

な

い

こ

と

が

問

題

の

根

源

」

と

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、
「

議

員

と

行

政

は

ど

の

よ

う

な

関

係

で

あ

る

べ

き

か

」
が

条

例

と

し

て

規

定

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

に

問

題

の

本

質

が

あ

る

。
こ

の

規

定

が

な

か

っ

た

た

め

、
「

市

執

行

部

が

議

員

の

要

求

を

内

々

に

受

け

入

れ

て

き

た

」

と

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、

歴

史

的

に

蓄

積

さ

れ

て

起

こ

っ

た

も

の

で

あ

る

。 

 
 

 

議

員

と

し

て

の
「

影

響

力

を

行

使

し

て

、
適

正

な

プ

ロ

セ

ス

を

経

て

決

定

さ

れ

た

予

算

を

合

理

的

な

理

由

も

な

く

執

行

さ

せ

な

い

事

態

」

を

招

い

た

こ

と

、
「

執

行

部

へ

の

監

視

」

と

い

う

名

目

で

「

議

員

個

人

の

影

響

力

を

不

当

に

拡

大
・
行

使

」
し

て

き

た

と

い

う

問

題

の

複

雑

さ

、
そ

の

深

さ
・
広

さ

か

ら

考

え

る

と

、
「

政

治

倫

理

条

例

」

だ

け

で

、

問

題

の

す

べ

て

を

解

決

す

る

に

は

無

理

が

あ

る

。 

「

今

回

の

事

案

は

一

議

員

の

問

題

で

は

な

く

、
議

員

と

行

政

と

の

関

係

が

ど

う

あ

る

べ

き

か

を

考

え

る

べ

き

事

案

」
と

指

摘

さ

れ

て

い

る

よ

う

に

、
目

に

見

え

た

問

題

だ

け

で

な

く

、
こ

の

問

題

の

背

後

に

あ

る

議

員

と

行

政

の

関

係

に

つ

い

て

整

理

す

る

こ

と

は

、

全

議

員

が

考

え

る

べ

き

課

題

で

あ

る

。 

 
 

 
 

全

国

的

に

も

議

会

基

本

条

例

が

制

定

さ

れ

、

議

会

・

議

員

の

あ

り

方

が

問

題

と

な

っ

て

い

る

。 



「

個

人

的

な

感

情

」

で

「

恣

意

的

で

不

適

正

」

な

議

員

の

執

行

部

へ

の

監

視

・

権

力

の

行

使

で

は

な

く

、

議

員

か

ら

の

意

見

や

要

望

を

適

切

に

市

政

に

反

映

す

る

た

め

に

は

、
議

会

も

組

織

と

し

て

対

応

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。
こ

の

議

会

基

本

条

例

の

観

点

か

ら

、
こ

れ

ら

の

問

題

を

検

証

す

る

こ

と

に

は

意

義

が

あ

る

。 

三 

議

会

基

本

条

例

の

目

的

・

性

格

及

び

特

徴 

（

一

）

議

会

基

本

条

例

は

、
「

議

会

の

あ

り

方

と

議

員

の

責

務

」

の

事

項

に

つ

い

て

の

「

最

高

規

範

」

と

い

う

性

格

を

持

ち

、
こ

の

条

例

の

趣

旨

に

沿

っ

て

議

会

に

関

す

る

条

例

、
議

会

規

則

、
議

会

告

示

等

を

見

直

し

、 
議

会

活

性

化

と

議

会

改

革

を

議

会

に

求

め

る

。 

（

二

）
こ

の

条

例

は
「

議

会

と

市

長

・

執

行

機

関

の

原

則

的

関

係

」
と
「

議

会

の

役

割

と

責

任

」
を

定

め

る

。
二

元

代

表

制

の

下

、
独

立

対

等

の

関

係

で

あ

る

議

会

は

、
議

事

機

関

と

し

て

熊

本

市

行

政

の
《

意

思

決

定

》
を

行

い

、
地

方

公

共

団

体

の

行

政

全

般

に

つ

い

て
《

政

治

的

責

任

》
を

負

っ

て

い

る

。
行

政

執

行

の

構

想

・

計

画

・

実

施

・
評

価

す

べ

て

の

段

階

に

お

い

て

、
議

会

は

そ

れ

ら

を

監

視

し

、
団

体

意

思

の

執

行

を

《

監

督

》

す

る

役

割

を

持

つ

。 

議

会

は

、

市

長

が

提

案

す

る

計

画

、

政

策

、

施

策

、

事

業

等

に

つ

い

て

、

政

策

等

の

水

準

の

向

上

及

び

市

民

へ

の

公

開

の

た

め

、

市

長

に

対

し

て

、

①

政

策

等

を

必

要

と

す

る

背

景

、

②

提

案

に

至

る

ま

で

の

経

緯

（

検

討

し

た

他

の

政

策

案

・

他

の

自

治

体

の

類

似

す

る

政

策

と

の

比

較

検

討

）
、

③

市

民

参

加

の

実

施

の

有

無

及

び

そ

の

内

容

、
④

熊

本

市

総

合

計

画

と

の

整

合

性

、

⑤

関

係

あ

る

法

令

及

び

条

例

等

、
⑥

財

源

措

置

、
⑦

将

来

に

わ

た

る

効

果

及

び

費

用

等

、
政

策

等

の

決

定

過

程

を

求

め

る

。 



（

三

）
こ

の

条

例

は

、
「

議

会

の

権

限

と

役

割

」
を

最

大

限

に

拡

大

・

強

化

し

、
《

各

議

員

の

能

力

》
を

も

最

大

限

に

発

揮

さ

せ

る

も

の

と

な

る

。 

こ

の

条

例

は

、
市

長

が

提

案

す

る

議

案

に

意

思

表

示

を

す

る

だ

け

の

議

会

に

と

ど

ま

る

の

で

は

な

く

、

各

議

員

の

「

政

策

立

案

能

力

」

を

高

め

、
「

議

員

提

案

事

項

」

を

増

や

し

、

議

会

・

各

委

員

会

に

お

け

る

「

議

員

相

互

間

の

自

由

な

討

議

」

を

保

障

す

る

。 
各

委

員

会

に

お

い

て

、

論

点

を

明

確

に

し

、

事

実

と

根

拠

に

基

づ

い

て

、

議

員

間

に

お

い

て

自

由

闊

達

で

十

分

な

議

論

を

行

う

こ

と

を

求

め

る

。

議

員

間

の

議

論

の

前

提

と

し

て

、
委

員

会

は

必

要

に

応

じ

て

、

議

員

協

働

の

十

分

な

「

調

査

」

を

行

う

こ

と

が

必

要

で

あ

る

。

委

員

会

に

お

い

て

は

、

自

由

討

議

に

よ

り

論

点

・

争

点

を

発

見

・

整

理

・

公

開

を

行

い

、

議

論

を

尽

く

し

て

合

意

形

成

に

努

め

る

こ

と

が

、
合

議

制

と

い

う

議

会

の

特

性

が

生

か

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。
こ

の

過

程

を

通

す

こ

と

で

、

市

民

生

活

へ

の

十

分

な

配

慮

し

た

熊

本

市

の

団

体

意

思

が

統

一

的

に

形

成
・

決

定

さ

れ

る

こ

と

と

な

る

。 

（

四

）
こ

の

条

例

は

、
《

質

的

に

高

い

段

階

の

議

会

運

営

と

活

動

》
を

条

例

で

保

障

し

、
「

市

民

に

分

か

り

や

す

い

、

透

明

性

の

高

い

議

会

」

を

求

め

る

条

例

で

あ

る

。 

「

課

題

の

掘

り

起

こ

し

」
「

政

策

立

案

」
「

施

策

の

監

視

」

と

い

う

議

会

の

機

能

を

発

揮

す

る

た

め

に

市

政

及

び

議

会

運

営

に

お

け

る

「

市

民

と

の

情

報

共

有

及

び

市

民

参

画

と

協

働

」

を

保

障

す

る

。

議

会

が

「

住

民

と

対

話

す

る

場

」

を

積

極

的

に

開

き

、
「

市

民

の

提

案

・

意

見

」

を

積

極

的

に

受

け

入

れ

、

請

願

・

陳

情

等

は

市

民

の

「

政

策

提

案

」

と

し

て

位

置

づ

け

、

政

策

に

反

映

し

て

い

く

。 



 
 

 
 

 

委

員

会

審

議

の

過

程

で

、
請

願
・
陳

情

の

提

案

者

の

説

明

及

び

意

見

を

聴

く

機

会

を

設

け

る

な

ど

、

市

民

に

開

か

れ

た

市

民

参

画

の

議

会

運

営

な

ど

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。 

（

五

）
こ

の

条

例

は

、
憲

法

の
「

地

方

自

治

の

本

旨

」
で

あ

る
《

自

治

体

の

意

思

決

定

過

程

へ

の

住

民

参

加

》
と

改

正

地

方

自

治

法

の

求

め

る
「

議

会

改

革

」
を

推

進

し

て

い

く

こ

と

を

使

命

と

す

る

。
地

方

分

権

と

自

治

体

の

地

方

立

法

権
（

条

例

制

定

権

）
の

強

化

・

拡

大

に

よ

り

、

議

会

の

権

限

・

役

割

・

責

任

は

ま

す

ま

す

重

要

に

な

っ

て

き

て

い

る

。
各

議

員

も

各

会

派

も

、
こ

れ

ま

で

の

熊

本

市

議

会

の

《

慣

例

》

と

い

う

古

い

考

え

方

、

旧

来

の

活

動

ス

タ

イ

ル

を

変

え

、
《

新

し

い

地

方

議

会

》

の

特

性

に

基

づ

い

た

熊

本

市

議

会

を

創

造

し

て

い

く

こ

と

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。 

四 

議

会

基

本

条

例

制

定

は
「

議

会

改

革

」
の

背

骨

で

あ

り

中

心

的

課

題

で

あ

る

た

め

、
議

会

活

性

化

検

討

会

に

お

い

て

も

議

会

基

本

条

例

の

制

定

に

つ

い

て

の

審

議

を

求

め

る

。 

（

一

）

議

会

基

本

条

例

制

定

を

中

心

に

し

て

、
「

議

会

改

革

」

の

う

ね

り

が

全

国

規

模

で

起

き

て

い

る

。 

全

国

一

，

七

八

八

自

治

体

の

七

〇

〇

以

上

（

四

割

以

上

）
、

政

令

指

定

都

市

で

は

二

〇

議

会

の

う

ち

一

六

議

会

（

八

割

）

で

、

熊

本

県

下

で

は

一

五

市

町

村

で

制

定

さ

れ

て

い

る

。

熊

本

市

は

連

携

中

枢

都

市

で

あ

る

が

、

そ

の

連

携

す

る

一

六

市

町

村

の

う

ち

議

会

基

本

条

例

を

制

定

し

て

い

る

自

治

体

も

拡

大

し

て

い

る

。

こ

の

歴

史

的

な

地

方

議

会

の

転

換

期

に

、

熊

本

市

議

会

が

議

会

基

本

条

例

制

定

に

歩

み

だ

す

か

、
「

残

り

四

政

令

市

の

中

で

ラ

ス

ト

ラ

ン

ナ

ー

」

に

な

る

の

か

、

重

大

な

態

度

表

明

が

迫

ら

れ

て

い

る

。 

（

二

）
議

会

基

本

条

例

の

制

定

は

、
こ

れ

ま

で

の

議

会

改

革

と

は

、
そ

の

内

容

と

目

的

、
性

格

に

お

い

て



質

的

に

異

な

っ

て

お

り

、

様

々

な

議

会

改

革

を

実

現

す

る

戦

略

的

な

課

題

と

な

る

。 

議

会

基

本

条

例

の

制

定

に

よ

り

、

議

会

及

び

各

議

員

の

活

動

は

質

的

に

高

い

も

の

と

な

り

、

議

会

・

議

員

の

あ

り

方

を

新

し

い

段

階

へ

と

切

り

開

く

。
「

開

か

れ

た

議

会

」

と

「

開

か

れ

た

行

政

」

と

な

り

、

真

に

独

立

し

た

議

会

と

行

政

の

対

等

な

関

係

が

始

ま

り

、
議

会

に

よ

る

地

方

公

共

団

体

の

意

思

決

定

と

そ

の

決

定

に

基

づ

く

行

政

の

執

行

が

確

か

な

も

の

と

な

る

。
こ

の

こ

と

で

議

会

へ

の

信

頼

感

と

さ

ら

な

る

期

待

が

高

ま

り

、

市

民

の

た

め

の

市

政

お

よ

び

施

策

が

実

現

可

能

と

な

る

。 

（

三

）
自

治

基

本

条

例

の

制

定

に

よ

り

、
熊

本

市

の

市

長

・

執

行

機

関

は

、
制

度

と

し

て
「

市

民

に

開

か

れ

た

行

政

」
に

歩

み

だ

し

た

。
し

か

し

な

が

ら

二

元

代

表

制

の

地

方

の

柱

で

あ

る

議

会

は

、
未

だ
「

市

民

に

開

か

れ

た

議

会

」
に

向

か

っ

て

い

な

い

。
早

急

に
「

開

か

れ

た

議

会

」
に

か

じ

を

取

る

べ

き

で

あ

る

。 

（

四

）
「

市

議

会

会

議

規

則

」

は

、

議

会

内

部

の

事

務

的

な

規

則

で

、

議

会

基

本

条

例

に

代

わ

っ

て

、

そ

の

役

割

を

果

た

す

こ

と

は

で

き

な

い

。 

（

五

）
二

〇

〇

九

年

九

月

九

日

議

会

へ

提

案

さ

れ

た

、
く

ま

も

と

未

来

作

成 

く

ま

も

と

市

議

会
「

が

ま

だ

す

」
条

例
（

議

会

基

本

条

例

）
は

、
九

月

十

八

日

議

会

運

営

委

員

会

に

付

託

さ

れ

た

が

、
継

続

審

議

に

す

る

こ

と

な

く

、

賛

成

少

数

で

否

決

さ

れ

た

。 

し

か

し

、

そ

の

際

の

討

論

に

お

い

て

は

、

議

会

活

性

化

検

討

会

副

委

員

長

も

交

え

て

、

議

会

運

営

委

員

会

で

の

議

論

・

検

討

す

る

こ

と

に

つ

い

て

前

向

き

な

意

見

が

交

わ

さ

れ

た

。 

そ

の

後

も

議

会

活

性

化

検

討

会

で

は

、
議

会

基

本

条

例

を

制

定

し

た

多

く

の

議

会

の

視

察

を

行

っ



て

い

る

。

ま

た

専

門

家

の

講

演

・

助

言

・

意

見

を

聴

き

、
「

議

会

改

革

の

背

骨

で

あ

り

、

中

心

課

題

で

あ

る

議

会

基

本

条

例

を

ぜ

ひ

つ

く

っ

て

ほ

し

い

」

と

提

案

・

助

言

も

受

け

て

い

る

。

し

か

し

「

議

会

活

性

化

検

討

会

」

で

は

、

委

員

の

中

で

誰

一

人

、

議

会

基

本

条

例

の

制

定

の

た

め

の

議

題

提

案

を

し

て

い

な

い

。

何

の

た

め

の

視

察

だ

っ

た

の

か

、

疑

問

で

あ

る

。 

議

会

活

性

化

検

討

会

に

お

い

て

も

、

議

会

基

本

条

例

の

制

定

に

つ

い

て

の

審

議

を

求

め

る

。 

五 

全

議

員

参

画

・

提

案

お

よ

び

市

民

参

画

型

に

よ

る

、

議

会

基

本

条

例

の

制

定

を

求

め

る

。 

 
 

 
 

制

定

し

た

他

都

市

に

学

び

、
「

熊

本

市

議

会

に

不

足

し

て

い

る

も

の

は

何

か

」
「

現

在

の

市

議

会

に

求

め

る

役

割

・

機

能

」

な

ど

ア

ン

ケ

ー

ト

な

ど

を

と

り

、

市

民

の

声

を

聴

く

こ

と

か

ら

始

め

、

市

民

も

参

画

で

き

る

市

民

と

議

会

・

全

議

員

の

共

同

で

「

議

会

基

本

条

例

」

が

制

定

さ

れ

る

こ

と

を

期

待

す

る

。 

 
 

 
 

ま

た

各

会

派

・

各

議

員

に

よ

る

「

議

会

基

本

条

例

」

の

調

査

・

研

究

・

検

討

の

取

り

組

み

が

始

ま

る

こ

と

を

期

待

し

、

議

会

に

お

い

て

も

検

討

を

求

め

ま

す

。 

 

以

上

、

請

願

い

た

し

ま

す

。 

  

平

成

二

十

九

年

十

一

月

二

十

二

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

紹

介

議
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緒 

方 
夕 
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熊

本

市

議

会

議
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澤 

田 

昌 

作 

殿 


